
軽
油
引
取
税
は
、
軽
油
の
引
取

り
な
ど
に
対
し
て
課
税
さ
れ
る
県

の
税
金
で
す
。

納
め
る
人

県
か
ら
軽
油
引
取
税
の
特
別
徴

収
義
務
者
と
し
て
指
定
を
受
け
た

特
約
業
者
ま
た
は
元
売
業
者
が
、

軽
油
を
販
売
す
る
際
に
、
軽
油
代

金
と
合
わ
せ
て
軽
油
引
取
税
を
受

け
取
り
、県
に
申
告
納
入
し
ま
す
。

軽
油
の
購
入
代
金
に
は
、
既
に

税
金
相
当
分
が
含
ま
れ
て
い
ま
す

の
で
、
実
質
的
に
は
消
費
者
が
納

め
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

ま
た
、
灯
油
や
重
油
な
ど
を
自

動
車
の
燃
料
と
し
て
販
売
・
消
費

し
た
場
合
、
灯
油
や
重
油
な
ど
を

混
和
し
て
不
正
軽
油
を
製
造
し
販

売
・
消
費
し
た
場
合
に
も
課
税
さ

れ
ま
す
。

納
め
る
額

軽
油

リ
ッ
ト
ル
に
つ
き

円

銭
で
す
。

不
正
軽
油
を
製
造
し
販
売
・
消

男
女
の
雇
用
格
差
な
ど
を
背
景

に
し
て
、
夫
婦
の
年
金
額
に
大
き

な
開
き
が
あ
り
ま
す
が
、
平
成

年

月
か
ら
、
離
婚
し
た
と
き

に
、
厚
生
年
金
の
保
険
料
納
付
記

録
（
加
入
記
録
）
を
夫
婦
で
分
割

す
る
仕
組
み
が
設
け
ら
れ
て
い
ま

す
。
な
お
、
こ
の
離
婚
時
の
分
割

に
は
、
平
成

年

月
か
ら
実
施

さ
れ
た

離
婚
時
の
厚
生
年
金
の

分
割

と
、
平
成

年

月
か
ら

実
施
さ
れ
た

第
三
号
期
間
の
離

婚
時
の
厚
生
年
金
の
分
割

の
二

費
す
る
こ
と
は
脱
税
で
す
。
粗
悪

な
燃
料
は
大
気
を
汚
染
す
る
だ
け

で
な
く
、
自
動
車
の
エ
ン
ジ
ン
に

も
悪
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
不
正
軽
油
は

ゼ
ッ
タ
イ

買
わ
な
い

使
わ
な
い

で
く
だ

さ
い
。

お
問
合
せ

上
北
地
域
県
民
局
県
税
部

課

税
課

（

）

（
内

、

）

県
税

市
町
村
税
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン

種
類
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

た
だ
し
、
分
割
さ
れ
る
年
金
は

厚
生
年
金
の
み
で
、
国
民
年
金
は

分
割
さ
れ
な
い
こ
と
に
留
意
し
て

く
だ
さ
い
。

二
人
と
も
に
厚
生
年
金
の
加
入

期
間
が
あ
る
夫
婦
が
離
婚
し
た
場

合
、
婚
姻
期
間
中
の
厚
生
年
金
の

加
入
記
録
の
多
い
人
か
ら
少
な
い

人
へ
、
そ
の
加
入
記
録
を
分
割
で

き
る
制
度
で
す
。

分
割
の
上
限
は
、
両
者
の
婚
姻

期
間
中
の
加
入
記
録
の
合
計
額
の

半
分
ま
で
と
さ
れ
ま
す
。
例
え

ば
、
夫
の
加
入
記
録
が
合
計
額
の

％
、
妻
の
加
入
記
録
が
同
じ
く

％
の
場
合
、

％
か
ら

％
を

差
し
引
い
た

％
を
上
限
に
し
て

夫
か
ら
妻
に
分
割
さ
れ
ま
す
。

分
割
割
合
は
両
者
で
協
議
し
て

決
め
、
原
則
、
離
婚
後

年
以
内

に
厚
生
労
働
大
臣
（
年
金
事
務

所
）
に
請
求
し
ま
す
。
協
議
が
ま

と
ま
ら
な
い
と
き
は
、
一
方
の
求

め
に
よ
っ
て
裁
判
所
が
分
割
割
合

を
定
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

こ
の
場
合
、
当
事
者
は
、
厚
生

労
働
大
臣
に
対
し
て
、
必
要
な
情

報
の
提
供
を
請
求
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
ま
た
、
厚
生
労
働
大
臣

は
、
裁
判
所
等
に
対
し
て
、
必
要

な
資
料
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

厚
生
年
金
の
加
入
者
（
こ
こ
で

は
夫
と
仮
定
し
ま
す
）
と
そ
の
被

扶
養
配
偶
者
で
あ
る
国
民
年
金
の

第
三
号
被
保
険
者
（
こ
こ
で
は
妻

と
仮
定
し
ま
す
）
の
期
間
が
あ
る

夫
婦
が
離
婚
し
た
場
合
、
平
成

年

月
以
後
の
妻
が
第
三
号
被
保

険
者
で
あ
っ
た
期
間
に
つ
い
て
、

夫
の
厚
生
年
金
の
加
入
記
録
の

分
の

の
額
を
、
妻
に
分
割
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

こ
の
結
果
、
妻
に
は
、
こ
の
分

割
を
受
け
た
期
間
に
つ
い
て
、
新

た
に
厚
生
年
金
の

み
な
し
加
入

期
間

が
発
生
す
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。

な
お
、
前
項
の

離
婚
時
の
厚

生
年
金
の
分
割

で
は
、
当
事
者

の
合
意
ま
た
は
裁
判
所
の
決
定
が

必
要
で
す
が
、
本
項
の

第
三
号

分
割

で
は
、
第
三
号
被
保
険
者

だ
っ
た
人
の
厚
生
労
働
大
臣
へ
の

請
求
だ
け
で
分
割
が
行
わ
れ
ま

す
。ま

た
、
前
項
の

離
婚
時
の
厚

生
年
金
の
分
割

を
請
求
し
た
際

に
、
本
項
の

第
三
号
分
割

の

対
象
期
間
も
あ
れ
ば
、
同
時
に

第
三
号
分
割

も
行
わ
れ
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。

離
婚
時
の
厚
生
年
金
の
分
割
の

詳
細
に
つ
い
て
は
、
年
金
事
務
所

ま
た
は
ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル
（・

一

般
の
固
定
電
話
の
場
合
、
接
続
先

に
か
か
わ
ら
ず
、
市
内
通
話
料
金

の
み
で
利
用
で
き
ま
す
）
へ
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

電
話
・

か
ら
の
ね

ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル
の
番
号
は（

通
話

料
金
は
全
額
お
客
様
負
担
）
と



実
施
期
間

平
成

年

月

日（
月
）

平
成

年

月

日（
日
）

統
一
標
語

消
し
た
か
な

あ
な
た
を

守
る

合
言
葉

【
住
宅
防
火

い
の
ち
を
守
る

つ
の
ポ
イ
ン
ト
】

つ
の
習
慣
・

つ
の
対
策

つ
の
習
慣

寝
た
ば
こ
は
、
絶
対
や
め
る
。

ス
ト
ー
ブ
は
、
燃
え
や
す
い
も

の
か
ら
離
れ
た
位
置
で
使
用
す

る
。ガ

ス
コ
ン
ロ
な
ど
の
そ
ば
を
離

れ
る
と
き
は
、
必
ず
火
を
消
す
。

つ
の
対
策

逃
げ
遅
れ
を
防
ぐ
た
め
に
、
住

宅
用
火
災
警
報
器
を
設
置
す
る
。

寝
具
や
衣
類
か
ら
の
火
災
を
防

ぐ
た
め
に
、
防
災
製
品
を
使
用
す

る
。火

災
を
小
さ
い
う
ち
に
消
す
た

め
、住
宅
用
消
火
器
を
設
置
す
る
。

お
年
寄
り
や
身
体
の
不
自
由
な

森
林
は
、
民
法
第

条
の

規
定
に
基
づ
き
、
森
林
所
有
者
が

適
切
に
管
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て

お
り
ま
す
。

ま
た
、
保
安
林
は
森
林
が
持
つ

公
益
的
な
機
能
を
発
揮
さ
せ
る
た

め
に
、
立
木
の
伐
採
や
土
地
の
形

質
の
変
更
な
ど
利
用
行
為
が
制
限

さ
れ
て
い
ま
す
が
、
立
木
の
管
理

に
つ
い
て
は
、
民
法
の
規
定
に
よ

相
続
・
労
働
ト
ラ
ブ
ル
・
成
年

後
見
・
借
金
問
題
に
つ
い
て
司
法

書
士
が
無
料
で
相
談
に
応
じ
ま
す
。

下
記
場
所
に
て
面
談
で
の
相
談

に
応
じ
ま
す
の
で
、
お
気
軽
に
お

尋
ね
下
さ
い
。

日
時

平
成

年

月

日（
火
）

午
前

時
か
ら
午
後

時
ま
で

場
所

ア
ピ
オ
あ
お
も
り

階

小
研

修
室青

森
市
中
央

丁
目

（

）

主
催

青
森
県
司
法
書
士
会

共
催

社
団
法
人
成
年
後
見
セ

ン
タ
ー
・
リ
ー
ガ
ル
サ
ポ
ー
ト
青

森
支
部

青
森
県
青
年
司
法
書
士
会

法
は
、
個
人
と
個
人
と
の
自
由

の
調
和
を
図
り
、
安
定
し
た
社
会

生
活
を
送
れ
る
よ
う
に
す
る
役
割

を
果
た
し
、
一
方
で
、
国
に
対
し
、

法
に
従
っ
て
権
限
を
行
使
す
る
よ

う
に
命
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国

に
よ
る
権
限
行
使
が
適
正
な
内
容

と
手
続
き
の
下
で
行
わ
れ
る
よ
う

に
す
る
こ
と
で
、
国
民
の
権
利
を

守
る
と
い
う
役
割
も
果
た
し
て
い

ま
す
。法

の
日

は
、
国
民
の
皆
さ

人
を
守
る
た
め
に
、
隣
近
所
の
協

力
体
制
を
つ
く
る
。

ご
注
意
く
だ
さ
い
！

消
火
器
・
住
宅
用
火
災
警
報
器

の
訪
問
販
売
・
点
検
に
要
注
意

各
地
で
不
適
正
な
点
検
や
高
額
請

求
の
被
害
が
多
発
し
て
お
り
ま

す
！ト

ラ
ブ
ル
防
止
ポ
イ
ン
ト

身
分
証
明
書
等
の
提
示
を
求
め

る
こ
と
。

は
っ
き
り
と
点
検
を
拒
否
す
る
。

安
易
に
承
諾
・
契
約
書
等
に
ハ

ン
コ
を
押
さ
な
い
。

お
問
合
せ

北
部
上
北
広
域
事
務
組
合
消
防

本
部

消
防
課（

）

り
森
林
所
有
者
が
自
ら
行
う
こ
と

と
さ
れ
て
い
ま
す
。

つ
き
ま
し
て
は
、
立
木
が
倒
れ

て
他
人
に
被
害
を
与
え
る
こ
と
が

な
い
よ
う
、
所
有
す
る
森
林
の
適

切
な
管
理
に
努
め
て
く
だ
さ
い
。

お
問
合
せ

青
森
県
林
政
課
森
林
保
全

（

）

な
お
、
相
談
は
無
料
で
す
が
具

体
的
な
手
続
き
が
必
要
に
な
る
場

合
に
は
、
別
途
費
用
が
か
か
り
ま

す
の
で
相
談
員
に
ご
確
認
下
さ

い
。
ま
た
、
上
記
日
時
以
外
で
も

青
森
県
司
法
書
士
会
総
合
相
談
セ

ン
タ
ー
（

）
へ
ご
連
絡
い
た
だ
け

る
と
相
談
（
有
料
）
の
ご
案
内
や

ご
相
談
内
容
に
応
じ
た
お
近
く
の

司
法
書
士
の
紹
介
を
行
っ
て
お
り

ま
す
。

お
問
合
せ

青
森
県
司
法
書
士
会

青
森
市
長
島（

）

な
っ
て
い
ま
す
。

お
問
合
せ

む
つ
年
金
事
務
所

お
客
様
相
談

室

（

）



小
川
原
湖
青
年
の
家
で
は
、
ふ

れ
あ
い
広
場

（
県
民
カ
レ
ッ
ジ

認
定
講
座
（

単
位
））
を
開
催

し
ま
す
。

期
日

平
成

年

月

日（
日
）

日
時

平
成

年

月

日（
土
）、

日（
日
）

場
所

ぎ
ん
な
ん
寮
寮
内
ハ
ン
ズ
パ
ー

ク
（
ハ
ン
ズ
、
大
温
室
周
辺
）

販
売
品

鉢
花
（
シ
ク
ラ
メ
ン
他
）、
山

野
草
、
観
葉
植
物
、
骨
付
き
フ
ラ

ン
ク
フ
ル
ト
ハ
ム
類
、
福
祉
施
設

生
産
物
他

催
事

オ
ー
ク
シ
ョ
ン
セ
ー
ル
（
観
葉

植
物
、
鉢
花
他
）
両
日
と
も

タ
イ
ム
サ
ー
ビ
ス
は
、
両
日
と

も
午
前
、
午
後
各

回

両
日
と
も
先
着

名
様
に

鉢
花

か

骨
つ
き
フ
ラ
ン
ク

フ
ル
ト

を
プ
レ
ゼ
ン
ト

お
問
合
せ

公
立
ぎ
ん
な
ん
寮

東
北
町
大
字
大
浦
字
南
平

（

）

ん
に
、
こ
の
よ
う
な
法
の
役
割
や

重
要
性
に
つ
い
て
考
え
て
い
た
だ

く
き
っ
か
け
と
な
る
よ
う
に
設
け

ら
れ
た
も
の
で
す
。
裁
判
所
、
法

務
省
、
検
察
庁
及
び
弁
護
士
会
で

は
、

月

日
か
ら
の

週
間
を

法
の
日

週
間
と
し
、
毎
年
、

全
国
各
地
で
各
種
の
行
事
を
実
施

し
て
い
ま
す
。
今
年
の

法
の
日

週
間
は
、
昨
年

月
に
ス
タ
ー
ト

し
た
裁
判
員
制
度
に
関
す
る
も
の

を
始
め
、
全
国
各
地
で
法
や
裁
判

制
度
に
関
す
る
説
明
会
や
見
学
会

等
の
催
し
を
行
う
予
定
で
す
。

こ
れ
ま
で
に
実
施
さ
れ
た
裁
判

員
裁
判
で
裁
判
員
を
努
め
て
い
た

だ
い
た
方
か
ら
は
、

社
会
の
こ

と
を
考
え
る
き
っ
か
け
に
な
っ

た

と
い
う
た
い
へ
ん
心
強
い
声

な
ど
も
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
こ

の
機
会
に
、
是
非
、
法
や
裁
判
制

度
に
つ
い
て
親
し
ん
で
い
た
だ
き

た
い
と
思
い
ま
す
。
皆
さ
ん
の
ご

参
加
を
心
よ
り
お
待
ち
し
て
い
ま

す
。な

お
、
各
地
の
催
し
に
つ
い
て

は
、
裁
判
所
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
（

）
で
紹

介
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
裁
判
員

制
度
に
関
す
る
最
新
情
報
や
広
報

用
映
画
・
裁
判
員
経
験
者
へ
の
イ

ン
タ
ビ
ュ
ー
動
画
の
配
信
な
ど

は
、
裁
判
員
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
（

）
で
行
っ
て
い
ま
す
の
で
、

こ
ち
ら
も
是
非
ご
覧
く
だ
さ
い
。

月

日（
月
）午
後

時
よ

り
、
青
森
地
方
・
家
庭
裁
判
所
に

お
い
て
、

法
の
日

週
間
記
念

行
事
を
開
催
し
ま
す
。
当
日
は
、

裁
判
員
裁
判
手
続
き
説
明
会
、
検

察
審
査
会
制
度
説
明
会
、
模
擬
少

年
審
判
な
ど
を
行
う
予
定
で
す
。

お
問
合
せ
・
お
申
込
み

青
森
地
方
裁
判
所
総
務
課
庶
務
係

（

）

（
内
線

）

青
森
県
上
北
郡
東
北
町
大
字
大

浦
字
道
ノ
下

（

）

（

）

＠

場
所

小
川
原
湖
青
年
の
家

募
集
人
員

一
般

名

参
加
料
金

円
（
創
作
費

円
・
昼
食
代

円
）

但
し
、

七
宝
焼

は
別
料
金

で

個

円
。

日
程

受
付

解
散

内
容

創
作
・
体
験
活
動
（
焦

が
し
絵
、
レ
ザ
ー
ク
ラ
フ
ト
、
プ

ラ
ス
チ
ッ
ク
キ
ー
ホ
ル
ダ
ー
、
蔵

書
印
、
は
が
き
作
り
、
ス
ラ
イ
ム
、

バ
ー
ド
コ
ー
ル
、
七
宝
焼
、
棒
パ

ン
、

ミ
リ
映
写

等
）

持
ち
物

室
内
用
ズ
ッ
ク
、
防
寒
着

申
込
期
日

平
成

年

月

日（
金
）

午
後

時

ご
注
意

キ
ャ
ン
セ
ル
は
、

月

日

（
月
）午
後

時
ま
で
。
そ
れ
以
降

は
、
実
費
を
頂
く
場
合
が
あ
り
ま

す
。ま

た
、
場
合
に
よ
っ
て
、
日
程

及
び
内
容
を
一
部
変
更
す
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。
ご
了
承
下
さ
い
。

お
問
合
せ
・
お
申
込
み

公
立
小
川
原
湖
青
年
の
家

大手消費者金融へ 年以上返済を続けていた。
金利が パーセント前後だった。

上記 、 に該当した方は過払い金が戻ってくるかもしれ
ません。今すぐお電話ください。

アカシアの森法律事務所
弁護士 今井 正
住 所 十和田市西二番町 （十和田現代美術館駐車場隣）

当
支
局
で
は
現
在
、
人
権
相
談

を
当
支
局

階
で
実
施
し
て
い
ま

し
た
が
、

月

日
よ
り

階
で

実
施
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
の

で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。



犬
の
所
有
者
の
皆
様
に
お
か
れ

ま
し
て
は
、
愛
犬
を
正
し
く
飼
育

さ
れ
て
い
る
こ
と
と
存
じ
ま
す
。

さ
て
、
犬
の
所
有
者
は
狂
犬
病

予
防
法
第

条
（
犬
の
登
録
）
及

び
第

条
（
予
防
注
射
）
の
規
定

に
よ
り
、
一
生
に
一
度
は
犬
の
登

録
、

年
に

回
狂
犬
病
の
予
防

接
種
を
受
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
春
に
狂
犬
病
予
防
注
射
を
受

け
る
こ
と
で
き
な
か
っ
た
飼
い
犬

は
忘
れ
ず
に
受
け
ま
し
ょ
う
。

登
録
済
み
の
方
に
は
、
ハ
ガ
キ

で
お
知
ら
せ
し
て
い
ま
す
の
で
、

注
射
す
る
際
に
は
忘
れ
ず
に
ハ
ガ

キ
を
持
参
下
さ
い
。

料
金

新
規
登
録
料

円

（
一
度
登
録
さ
れ
た
犬
は
不
要
）

集
合
注
射
料

円

（
個
人
で
直
接
動
物
病
院
に
て
予

防
注
射
を
受
け
る
場
合
は
料
金
が

異
な
り
ま
す
）

月 日 時 間 実 施 場 所 対 象 地 区

月 日（日）

向平集会場前 向平

白浜正様宅前 向沢

松栄婦人ホーム前 松栄

佐藤美栄様宅前 烏帽子平

鳥山真人様宅前 幸町・明神平

南地区老人憩いの家前 豊栄平

小笠原 猛様宅前 善知鳥・ちどり町・雲雀平

吹越改善センター前 吹越・中吹越

青木ドライブイン北側 百目木

緑町町営住宅前 緑町

橋本海魚プール前 新丁・三保野

除雪センター前 三保野

大沢商店前 舘町・旭町・椛名木

杉山輝英様宅前 新町

田代敏雄様宅前 塚名平

役場車庫前 大町・浜町・全町

月 日（月）

古川秀美様宅前 桧木

佐藤豊吉様宅前 桧木

大豆田集会所前 大豆田

菊地潤一様宅前 鶏沢

菊地順三様宅前 鶏沢

有畑小学校前 有畑

有畑町営住宅北側 有畑

前田美能留様宅前 浜田

月 日 時 間 実 施 場 所 対 象 地 区

犬の放し飼いは、青森県飼い犬条例の違反となりますので、絶対にしないでください。
犬を散歩させるときは、犬を放して遊ばせない。フンの後始末は飼い主の責任できちんと片付けてください。
犬の登録事項（死亡・転入・転出・譲渡）に変更等が生じたときは、全て役場へ必ず届けてください。

都合により、指定された場所で実施できない方、時間に遅れた方は別の実施場所で必ず受けてください。
今年度も 月 日（日）も行いますので忘れずに 年に 回は狂犬病予防注射を受けて下さい。
【問合せ先 税務町民課 町民グループ （内線 ）】



月号につづき、家庭ですぐに取り組める省エネ行動とその効果の例について紹介します。

ガス・石油製品

と省エネ行動
設 定 年間節約燃料 節約燃料代

石油ファンヒーター

暖房時の温度設定を

下げる

外気 のとき、暖房温度設定を から

に上げ 時間使用
（灯油） 円

必要なときにつける 設定温度 で暖房を 時間短縮 （灯油） 円

石油ストーブ

必要なときにつける 暖房を 時間短縮 （灯油） 円

ガス給湯器

食器洗い時に低温に

設定

の水道水を使い 回 日の手洗い時に

に設定
円

石油給湯器

風呂の追い炊きをし

ない

のお湯を 時間放置し 低下した状態

から追い炊きした場合
（灯油） 円

ガスコンロ

炎をなべの大きさに

合わせる
水 を沸騰させるとき強火 中火 円

ガス・石油製品

と省エネ行動
設 定 年間節約燃料 節約燃料代

（資料 省エネルギーセンター 家庭の省エネ大辞典 より作成、一部器具はカタログ性能より試算）

省エネ行動 設 定 年間節約燃料 節約燃料代

ふんわりアクセル 発進時 秒間で に加速 円

加速度の少ない運転 円

早めのアクセルオフ 円

アイドリングストップ 秒の停止でアイドル・ストップ 円

省エネ行動 設 定 年間節約燃料 節約燃料代



開 催 日 講習時間 講 習 内 容

月 日（火）
パソコンにさわってみよう
インターネットを見てみよう

月 日（木）
（ワード）基礎編
文書作成

月 日（火）
パソコンにさわってみよう
スタート編

月 日（木）
パソコンにさわってみよう
パソコンを動かしてみよう

月 日（火）
パソコンにさわってみよう
文字入力

月 日（木） デジカメ講座

月 日（火）
年賀状作成講習
オリジナルな文面を作ろう

月 日（木）
年賀状作成講習
大量の宛名印刷を簡単に！

月 日（火）
パソコンにさわってみよう
インターネットを見てみよう

月 日（木） （エクセル）応用編

開 催 日 講習時間 講 習 内 容

書 名 著 者 名

悪の教典（上・下） 貴志 祐介

終わらざる夏（上・下） 浅田 次郎

ひそやかな花園 角田 光代

ふたつの枷 古処 誠二

本日は、お日柄もよく 原田 マハ

祭り囃子がきこえる 川上 健一

マグロのふしぎがわかる本
中野秀樹・
岡雅一

食べるラー油
阿佐ヶ谷
ラー油友の会

不運の方程式
ピーター・
．ベントリー

身の回りの有害物質徹底ガイド バットトーマス

子どもが育つお母さんの言葉がけ 汐見 稔幸

冊で安心！
葬儀・法要・相続がよくわかる本

研究所 編

改訂版 青森県の山 いちのへ 義孝

県別戦国武将事典 楠木 誠一郎

私たちが子どもだったころ、
世界は戦争だった

サラ・ウォリス

他

書 名 著 者 名

ぴきのかえるのあきまつり 間所 ひさこ

借りぐらしのアリエッティ 宮崎 駿

旅人の甘い蜜

はなたれこぞうさま 千葉 幹夫

かいけつゾロリの
だ・だ・だ・だいぼうけん！

原 ゆたか

工事の車 小賀野 実

他

今年は、 です。

蔵書 冊の中から、読みたい本を探

して見ませんか？

皆さんのご利用をお待ちしております。

横浜町民図書館

月

日（
月
）

日（
日
）の

秋
の
行
政
相
談
週
間
中
、

特
設

行
政
相
談
所

を
、
次
の
と
お
り

開
設
し
ま
す
。
な
お
、
行
政
相
談

週
間
に
限
ら
ず
常
時
自
宅
で
も
相

談
を
受
け
て
お
り
ま
す
の
で
、
ご

利
用
下
さ
い
。

特
設
行
政
相
談
所
開
設

相
談
無
料
、
秘
密
厳
守

日
時

月

日（
火
）

午
前

時

午
後

時

場
所

ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

相
談
担
当
者

行
政
相
談
員

猪
股

博
美

字
椛
名
木

お
問
合
せ

役
場
総
務
課
総
務
防
災

（

）

（
内

）

月
・

月
の

講
習
会
の

お
知
ら
せ
で
す
。
パ
ソ
コ
ン
を

触
っ
た
こ
と
が
な
い
方
も
お
気
軽

に
お
越
し
下
さ
い
。

各
講
習
定
員

名

定
員
に
な
り
次
第
締
め
切
ら
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
。

申
込
先

（

）

横
浜
町

サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

場
所

地
域
・
学
校
連
携
施
設
会
議
室

横
浜
中
学
校
敷
地
内
校
舎
左
奥

無
料
相
談
受
付
時
間

午
前

午
後

第

、
第

土
曜
日

午
前

午
後

ま
で

月

日（
金
）は
サ
ポ
ー
タ
ー

研
修
の
た
め
お
休
み
い
た
し
ま

す
。

人権に関する相談）
三 浦 ミ ツ 三保野 番地 （ ）
梅 村 和 夫 寺下 番地 （ ）
竹 田 武 美 大豆田 番地 （ ）

行政が行う仕事についての苦情・意見等）
猪 股 博 美 椛名木 番地 （ ）
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